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理
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衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
北
九
州
空
港
の
貨
物
エ
リ
ア
の
整
備
と
物
揚
げ
場
ま
で
の
輸
送
経
路
の
確
保
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
北
九
州
空
港
の
貨
物
エ
リ
ア
の
整
備
と
物
揚
げ
場
ま
で
の
輸
送
経
路
の
確
保
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
貨
物
機
の
二
機
同
時
駐
機
荷
役
対
応
や
、
ア
ン
ト
ノ
フ
一
二
四
級
の
機
材
駐
機
を
可
能
と
す
る
な
ど
の
整
備
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
国
管
理
空
港
で
あ
る
北
九
州
空
港
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
貨
物
機
の
二
機
同
時
駐
機
荷
役
対
応
」
及
び
「
ア

ン
ト
ノ
フ
一
二
四
級
の
機
材
駐
機
」
が
基
本
的
に
可
能
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
空
港
用
地
か
ら
物
揚
げ
場
ま
で
の
直
線
的
な
輸
送
経
路
の
整
備
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
地
元
関

係
者
の
意
見
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
効
果
等
に
つ
い
て
十
分
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 


